
山
梨
県
公
報
　
　
第
百
五
十
三
号
　
　
令
和
二
年
十
二
月
十
七
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

六
一
七

山
梨
県
公
報

第
百
五
十
三
号

令
和
二
年

十
二
月
十
七
日

木　曜　日

目

次

告

示

○
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
附
属
機
関
の
設

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

六
一
七

　

置
の
一
部
改
正

○
保
安
林
の
指
定
の
解
除
の
予
定	

六
一
七

○
道
路
の
区
域
変
更	

六
一
七

公

告

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
見
地
か
ら
の
意
見	

六
一
八

○
山
梨
県
告
示
第
三
百
二
十
二
号
の
公
布
公
告	

六
一
八

○
土
地
改
良
法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

六
一
八

　

（
三
件
）

○
随
意
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
つ
い
て	

六
一
九

公
安
委
員
会

○
信
号
機
の
設
置
等
交
通
規
制
の
告
示
の
一
部
改
正	

六
一
九

○
高
速
自
動
車
国
道
中
央
自
動
車
道
等
の
自
動
車
の
通
行
禁
止
制
限
そ
の
他
の
交
通
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

六
二
二

　

制
の
一
部
改
正告　

　
　

示

山
梨
県
告
示
第
三
百
二
十
三
号

附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
附
属
機
関
の
設
置
（
令
和
二
年

山
梨
県
告
示
第
百
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
十
七
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

本
則
の
表
委
員
の
任
期
の
欄
中
「
令
和
二
年
十
二
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
三
年
三
月
二
十
六
日
」

に
改
め
る
。

山
梨
県
告
示
第
三
百
二
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ

う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

令
和
二
年
十
二
月
十
七
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所　

南
ア
ル
プ
ス
市
芦
安
芦
倉
字
サ
ガ
畑
一
六
八
〇
の
二
（
次
の

図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

解
除
の
理
由　

指
定
理
由
の
消
滅

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
庁
及
び
南
ア
ル
プ
ス
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。
）

山
梨
県
告
示
第
三
百
二
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
三
年
一
月
七
日
ま
で
一
般

の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
十
七
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路
線
名　

上
野
原
あ
き
る
野
線

三　

道
路
の
区
域

区
間

旧
新

の
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

上
野
原
市
上
野
原
字
新
井
原
四
六
九
三
番
地
先
か

ら上
野
原
市
上
野
原
字
林
ノ
上
五
一
三
八
番
二
地
先

ま
で

旧

六
・
五
～

　
　
　

二
四
・
〇
　
　

五
九
・
四

新

六
・
五
～

　
　
　

二
五
・
〇
　
　

五
九
・
四

山
梨
県
告
示
第
三
百
二
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建



山
梨
県
公
報
　
　
第
百
五
十
三
号
　
　
令
和
二
年
十
二
月
十
七
日

六
一
八

五　

縦
覧
場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階　

山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

六　

縦
覧
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
三
年
一
月
十
八
日
ま
で

◉　

山
梨
県
告
示
第
三
百
二
十
二
号
の
公
布
公
告

次
の
と
お
り
県
庁
前
の
掲
示
場
に
掲
示
し
て
公
布
し
た
。

令
和
二
年
十
二
月
十
七
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
山
梨
県
告
示
第
三
百
二
十
二
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
三
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
区
域
に
お
い
て
百
羽
以
上
の
家
き
ん
（
鶏
、
あ
ひ
る
、
う
ず
ら
、
き
じ
、
だ
ち
ょ
う
、
ほ
ろ

ほ
ろ
鳥
及
び
七
面
鳥
を
い
う
。
）
を
所
有
す
る
者
に
対
し
、
次
の
よ
う
に
消
毒
方
法
等
を
実
施
す

る
こ
と
を
命
ず
る
。

　

令
和
二
年
十
二
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　

一　

実
施
の
目
的　

本
県
に
お
け
る
緊
急
的
な
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
ま、

ん、

延
防
止

　

二　

実
施
す
る
区
域　

県
内
全
域

　

三　

実
施
の
期
日　

令
和
二
年
十
二
月
十
一
日
か
ら
同
月
二
十
四
日
ま
で

　

四　

実
施
方
法　

次
に
掲
げ
る
方
法
。
た
だ
し
、
同
等
の
効
果
が
認
め
ら
れ
る
方
法
に
代
え
る
こ

　
　

と
が
で
き
る
。

　

イ　

消
毒
方
法　

農
場
内
（
施
設
周
囲
及
び
農
場
敷
地
内
）
の
消
石
灰
散
布

　

ロ　

ね
ず
み
、
昆
虫
等
の
駆
除
方
法　

農
場
内
で
の
殺
鼠そ

剤
及
び
殺
虫
剤
の
散
布
等

◉　

土
地
改
良
法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
営
土

地
改
良
事
業
（
神
田
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
）
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
し
、
及
び
次
の
と
お
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。
な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対

し
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
山
梨
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
公
告
に

係
る
決
定
に
つ
い
て
は
、
前
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
山
梨
県
を
被
告
と
し
て
、
取
消
し
の
訴
え
を
提

起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
二
年
十
二
月
十
七
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
三
年
一
月
七
日
ま
で
一
般

の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
十
七
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路
線
名　

四
日
市
場
上
野
原
線

三　

道
路
の
区
域

区
間

旧
新

の
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

上
野
原
市
秋
山
字
大
ダ
ミ
一
二
八
二
四
番
一
地
先

か
ら

上
野
原
市
秋
山
字
大
ダ
ミ
一
二
八
二
二
番
地
先
ま

で

旧

七
・
三
～

　
　
　

一
五
・
九
　
　

六
六
・
二

新

八
・
〇
～

　
　
　

一
六
・
三
　
　

六
六
・
二

公　
　
　

告

◉　

大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
見
地
か
ら
の
意
見

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
笛
吹
市

か
ら
聴
取
し
た
意
見
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
及
び
縦
覧
に

供
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
十
七
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地　

ク
ス
リ
の
ア
オ
キ
石
和
広
瀬
店　

山
梨
県
笛
吹
市
石
和

町
広
瀬
字
不
二
塚
町
千
三
百
七
十
四
番
十
五
外

二　

届
出
の
内
容　

新
設

三　

届
出
の
公
告
日　

令
和
二
年
八
月
六
日

四　

意
見
の
概
要

1　

消
火
栓
等
の
確
認

2　

騒
音
対
策
の
実
施

3　

廃
棄
物
等
の
処
理
等



山
梨
県
公
報
　
　
第
百
五
十
三
号
　
　
令
和
二
年
十
二
月
十
七
日

六
一
九

◉　

随
意
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十

五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
ュ
ネ
ー
ブ

で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
協
定
、
経
済
上

の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契

約
に
係
る
も
の
で
あ
る
。

令
和
二
年
十
二
月
十
七
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

随
意
契
約
に
係
る
物
品
等

㈠　

名
称　

I
P
R
形
移
動
用
無
線
機

㈡　

数
量　

百
七
十
台

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属

㈠　

名
称　

山
梨
県
出
納
局
管
理
課

㈡　

所
在
地　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三　

随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日　

令
和
二
年
十
月
六
日

四　

随
意
契
約
の
相
手
方

㈠　

名
称　

三
菱
電
機
株
式
会
社

㈡　

住
所　

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
二
丁
目
七
番
三
号

五　

契
約
金
額　

一
億
三
千
四
百
九
十
八
万
六
千
六
十
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

随
意
契
約

七　

随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由　

調
達
に
係
る
物
品
を
納
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
が
特
定

さ
れ
て
い
る
た
め
（
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
該
当
）
。

公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
告
示
第
百
三
十
号

信
号
機
の
設
置
、
車
両
の
通
行
禁
止
、
制
限
そ
の
他
の
交
通
規
制
（
昭
和
四
十
九
年
山
梨
県
公
安
委

員
会
告
示
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
し
、
関
係
道
路
標
識
等
が
設
置
又
は
撤
去
さ
れ
た

日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
山
梨
県
公
安

委
員
会
規
則
第
七
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
十
七
日

　

山
梨
県
公
安
委
員
会

一　

縦
覧
書
類　

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
三
年
一
月
二
十
一
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所　

北
杜
市
役
所

四　

審
査
請
求
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
三
年
二
月
五
日
ま
で

五　

取
消
訴
訟
の
出
訴
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
三
年
六
月
十
七
日
ま
で

◉　

土
地
改
良
法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
営
土

地
改
良
事
業
（
女
蚊
窪
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
）
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
し
、
及
び
次
の
と
お
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。
な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に

対
し
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
山
梨
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
公
告

に
係
る
決
定
に
つ
い
て
は
、
前
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
山
梨
県
を
被
告
と
し
て
、
取
消
し
の
訴
え
を

提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
二
年
十
二
月
十
七
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

縦
覧
書
類　

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
三
年
一
月
二
十
一
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所　

北
杜
市
役
所

四　

審
査
請
求
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
三
年
二
月
五
日
ま
で

五　

取
消
訴
訟
の
出
訴
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
三
年
六
月
十
七
日
ま
で

◉　

土
地
改
良
法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
営
土

地
改
良
事
業
（
五
町
田
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
）
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
し
、
及
び
次
の
と
お
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。
な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に

対
し
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
山
梨
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
公
告

に
係
る
決
定
に
つ
い
て
は
、
前
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
山
梨
県
を
被
告
と
し
て
、
取
消
し
の
訴
え
を

提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
二
年
十
二
月
十
七
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

縦
覧
書
類　

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
三
年
一
月
二
十
一
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所　

北
杜
市
役
所

四　

審
査
請
求
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
三
年
二
月
五
日
ま
で

五　

取
消
訴
訟
の
出
訴
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
三
年
六
月
十
七
日
ま
で



山
梨
県
公
報
　
　
第
百
五
十
三
号
　
　
令
和
二
年
十
二
月
十
七
日

六
二
〇

別
表
第
六
の
一
五
六
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
五
六

主
要
地

方
道
甲

府
韮
崎

線

甲
府
市
朝
日
五
丁
目
一

二
番
一
号
先
（
朝
日
通

り
北
交
差
点
）

東
進
す

る
車
両

（
二
輪

・
軽
車

両
を
除

く
。
）

七
時
か

ら
二
二

時
ま
で

甲
府

令
和
二
年
一
二
月

一
七
日
告
示
第
一
三
〇
号

別
表
第
六
の
三
三
七
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
三
七

削
除

笛
吹

令
和
二
年
一
二
月

一
七
日
告
示
第
一
三
〇
号

別
表
第
十
の
八
九
二
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八
九
二

町
道

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
市
川
大
門
九

四
九
番
地
先

三

鰍
沢

令
和
二
年
一
二
月

一
七
日
告
示
第
一
三
〇
号

別
表
第
十
の
五
、
四
〇
三
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五
、
四
〇
三

主
要
地

方
道
茅

野
北
杜

韮
崎
線

韮
崎
市
藤
井
町
北
下
條
二
、
五
三
一

番
地
先

二

韮
崎

令
和
二
年
一
二
月

一
七
日
告
示
第
一
三
〇
号

別
表
第
十
の
五
、
六
二
二
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

五
〇
七

市
道

甲
府
市
上
石
田
二
丁
目

二
四
番
一
四
号
先
（
市

道
同
士
の
変
則
交
差
点

）

西
進
す

る
車
両

（
原
付

・
軽
車

両
を
除

く
。
）

終
日

甲
府

令
和
二
年
一
二
月

一
七
日
告
示
第
一
三
〇
号

五
、
六
二
三

市
道

甲
府
市
山
宮
町
一
、
六
八
〇
番
地
六

先

一

甲
府

令
和
二
年
一
二
月

一
七
日
告
示
第
一
三
〇
号

五
、
六
二
四

自
転
車

道

甲
府
市
中
央
一
丁
目
一
一
番
三
一
号

先

一

甲
府

令
和
二
年
一
二
月

一
七
日
告
示
第
一
三
〇
号

五
、
六
二
五

市
道

甲
府
市
堀
之
内
町
八
六
四
番
地
一
先

一

南
甲
府

令
和
二
年
一
二
月

一
七
日
告
示
第
一
三
〇
号

五
、
六
二
六

市
道

甲
府
市
堀
之
内
町
七
二
六
番
地
先

一

南
甲
府

令
和
二
年
一
二
月

一
七
日
告
示
第
一
三
〇
号

委
員
長　
　

石　
　

川　
　
　
　
　

恵

別
表
第
一
中

二
一
八

韮
崎
市
穂
坂
町
宮
久
保
一
、
二
一
六

番
地
先
（
主
要
地
方
道
韮
崎
昇
仙
峡

線
と
市
道
と
の
十
字
路
交
差
点
）

上
ノ
山
・
穂
坂

地
区
工
業
団
地

入
口

令
和
二
年
一
〇
月
二
二
日

告
示
第
一
一
二
号

を
二
一
八

韮
崎
市
穂
坂
町
宮
久
保
一
、
二
一
六

番
地
先
（
主
要
地
方
道
韮
崎
昇
仙
峡

線
と
市
道
と
の
十
字
路
交
差
点
）

上
ノ
山
・
穂
坂

地
区
工
業
団
地

入
口

令
和
二
年
一
〇
月
二
二
日

告
示
第
一
一
二
号

二
一
九

韮
崎
市
藤
井
町
北
下
條
二
、
五
三
一

番
地
先
（
主
要
地
方
道
茅
野
北
杜
韮

崎
線
と
市
道
と
の
十
字
路
交
差
点
）

韮
崎
中
央
公
園

前

令
和
二
年
一
二
月
一
七
日

告
示
第
一
三
〇
号

に
、九

九

北
杜
市
明
野
町
上
手
五
、
四
四
八
番

地
先
（
主
要
地
方
道
韮
崎
増
富
線
と

市
道
と
の
丁
字
路
交
差
点
）

谷
井

令
和
二
年
一
〇
月
二
二
日

告
示
第
一
一
二
号

を
九
九

北
杜
市
明
野
町
上
手
五
、
四
四
八
番

地
先
（
主
要
地
方
道
韮
崎
増
富
線
と

市
道
と
の
丁
字
路
交
差
点
）

谷
井

令
和
二
年
一
〇
月
二
二
日

告
示
第
一
一
二
号

一
〇
〇

北
杜
市
須
玉
町
大
豆
生
田
一
、
一
六

七
番
地
先
（
国
道
一
四
一
号
と
市
道

と
の
丁
字
路
交
差
点
）

北
杜
市
役
所
西

令
和
二
年
一
二
月
一
七
日

告
示
第
一
三
〇
号

に
改
め
る
。

別
表
第
四
の
二
一
七
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
一
七

削
除

韮
崎

令
和
二
年
一
二
月

一
七
日
告
示
第
一
三
〇
号

別
表
第
五
の
五
〇
六
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

五
〇
七

市
道

甲
府
市
上
石
田
二
丁
目

二
四
番
一
四
号
先
（
市

道
同
士
の
変
則
交
差
点

）

西
進
す

る
車
両

（
原
付

・
軽
車

両
を
除

く
。
）

終
日

甲
府

令
和
二
年
一
二
月

一
七
日
告
示
第
一
三
〇
号

「「「「

」」」」



山
梨
県
公
報
　
　
第
百
五
十
三
号
　
　
令
和
二
年
十
二
月
十
七
日

六
二
一

別
表
第
十
六
の
九
四
一
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

九
四
一

削
除

日
下
部

令
和
二
年
一
二
月

一
七
日

告
示
第
一
三
〇
号

別
表
第
十
六
の
三
、
〇
二
八
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
、
〇
二
八

削
除

南
甲
府

令
和
二
年
一
二
月

一
七
日

告
示
第
一
三
〇
号

別
表
第
十
六
の
六
、
九
一
二
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六
、
九
一
二

削
除

韮
崎

令
和
二
年
一
二
月

一
七
日

告
示
第
一
三
〇
号

別
表
第
十
六
の
一
一
、
二
〇
四
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
一
、
二
〇
四

削
除

北
杜

令
和
二
年
一
二
月

一
七
日

告
示
第
一
三
〇
号

別
表
第
十
六
の
一
一
、
六
一
九
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
一
、
六
一
九

削
除

韮
崎

令
和
二
年
一
二
月

一
七
日

告
示
第
一
三
〇
号

別
表
第
十
六
の
一
二
、
〇
四
八
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

一
、
七

六
九

富
士
川

西
部
広

域
農
道

南
ア
ル
プ
ス
市
下
高

砂
三
三
五
番
地
一
先

（
ハ
ッ
ピ
ー
パ
ー
ク

東
交
差
点
）か
ら
南

ア
ル
プ
ス
市
百
々
二

、
八
二
四
番
地
先
（

百
田
保
育
所
東
交
差

点
）ま
で
の
両
側

二
、
一
〇
〇

車
両
（

原
付
・

け
ん
引

①
②
③

を
除
く

。
）

五
〇

南
ア
ル
プ
ス

令
和
二
年

一
二
月
一

七
日
告
示
第
一

三
〇
号

一
、
七

七
〇

主
要
地

方
道
北

杜
富
士

見
線

北
杜
市
小
淵
沢
町
二

、
九
六
八
番
地
一
先

（
馬
術
競
技
場
入
口

交
差
点
）か
ら
北
杜

市
小
淵
沢
町
五
、七

九
五
番
地
先（
松
木

坂
交
差
点
）ま
で
の

両
側

二
、
六
八
〇

車
両
（

原
付
・

け
ん
引

①
②
③

を
除
く

。
）

五
〇

北
杜

令
和
二
年

一
二
月
一

七
日
告
示
第
一

三
〇
号

一
二
、
〇
四
九

市
道

甲
府
市
城
東
五
丁
目
三
番
一
四
号
先

（
市
道
同
士
の
十
字
路
交
差
点
・
西

進
車
両
）

甲
府

令
和
二
年
一
二
月

一
七
日

告
示
第
一
三
〇
号

一
二
、
〇
五
〇

市
道

甲
府
市
堀
之
内
町
七
二
六
番
地
先
（

市
道
同
士
の
十
字
路
交
差
点
・
北
進

車
両
）

南
甲
府

令
和
二
年
一
二
月

一
七
日

告
示
第
一
三
〇
号

一
二
、
〇
五
一

市
道

山
梨
市
万
力
二
、
〇
二
〇
番
地
二
先

（
国
道
一
四
〇
号
と
市
道
と
の
丁
字

路
交
差
点
・
西
進
車
両
）

日
下
部

令
和
二
年
一
二
月

一
七
日

告
示
第
一
三
〇
号

一
二
、
〇
五
二

市
道

富
士
吉
田
市
下
吉
田
三
丁
目
二
八
番

一
号
先
（
市
道
同
士
の
十
字
路
交
差

点
・
東
進
車
両
）

富
士
吉

田

令
和
二
年
一
二
月

一
七
日

告
示
第
一
三
〇
号

別
表
第
十
二
の
一
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

二

国
道
二

〇
号

笛
吹
市
石
和
町
四
日

市
場
一
、
七
八
五
番

地
一
先
（
広
瀬
東
交

差
点
）

東
進
す
る
車

両

終
日

笛
吹

令
和
二
年
一
二
月

一
七
日
告
示
第
一
三
〇
号

別
表
第
十
四
の
四
四
三
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四
四
三

主
要
地

方
道
北

杜
富
士

見
線

北
杜
市
小
淵
沢
町
五

、
七
九
五
番
地
先
（

松
木
坂
交
差
点
）か

ら
北
杜
市
小
淵
沢
町

九
、二
一
九
番
地
三

先（
長
野
県
境
）ま

で
の
両
側

一
、
四
二
〇

車
両
（

原
付
・

け
ん
引

②
③
を

除
く
。

）

四
〇

北
杜

令
和
二
年

一
二
月
一

七
日
告
示
第
一

三
〇
号

別
表
第
十
四
の
一
、
四
四
〇
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
、
四

四
〇

富
士
川

西
部
広

域
農
道

南
ア
ル
プ
ス
市
百
々

二
、
八
二
四
番
地
先

（
百
田
保
育
所
交
差

点
）
か
ら
南
ア
ル
プ

ス
市
百
々
二
、
五
六

三
番
地
先
（
百
々
交

差
点
）
ま
で
の
両
側

八
五
〇

車
両
（

原
付
・

け
ん
引

②
③
を

除
く
。

）

四
〇

南
ア
ル
プ
ス

令
和
二
年

一
二
月
一

七
日
告
示
第
一

三
〇
号

別
表
第
十
四
の
一
、
七
六
八
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

五
、
六
二
三

市
道

甲
府
市
山
宮
町
一
、
六
八
〇
番
地
六

先

一

甲
府

令
和
二
年
一
二
月

一
七
日
告
示
第
一
三
〇
号

五
、
六
二
四

自
転
車

道

甲
府
市
中
央
一
丁
目
一
一
番
三
一
号

先

一

甲
府

令
和
二
年
一
二
月

一
七
日
告
示
第
一
三
〇
号

五
、
六
二
五

市
道

甲
府
市
堀
之
内
町
八
六
四
番
地
一
先

一

南
甲
府

令
和
二
年
一
二
月

一
七
日
告
示
第
一
三
〇
号

五
、
六
二
六

市
道

甲
府
市
堀
之
内
町
七
二
六
番
地
先

一

南
甲

府

令
和
二
年
一
二
月

一
七
日
告
示
第
一
三
〇
号

一
、
七

六
九

富
士
川

西
部
広

域
農
道

南
ア
ル
プ
ス
市
下
高

砂
三
三
五
番
地
一
先

（
ハ
ッ
ピ
ー
パ
ー
ク

東
交
差
点
）か
ら
南

ア
ル
プ
ス
市
百
々
二

、
八
二
四
番
地
先
（

百
田
保
育
所
東
交
差

点
）ま
で
の
両
側

二
、
一
〇
〇

車
両
（

原
付
・

け
ん
引

①
②
③

を
除
く

。
）

五
〇

南
ア
ル
プ
ス

令
和
二
年

一
二
月
一

七
日
告
示
第
一

三
〇
号

一
、
七

七
〇

主
要
地

方
道
北

杜
富
士

見
線

北
杜
市
小
淵
沢
町
二

、
九
六
八
番
地
一
先

（
馬
術
競
技
場
入
口

交
差
点
）か
ら
北
杜

市
小
淵
沢
町
五
、七

九
五
番
地
先（
松
木

坂
交
差
点
）ま
で
の

両
側

二
、
六
八
〇

車
両
（

原
付
・

け
ん
引

①
②
③

を
除
く

。
）

五
〇

北
杜

令
和
二
年

一
二
月
一

七
日
告
示
第
一

三
〇
号



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
百
五
十
三
号
　
　
令
和
二
年
十
二
月
十
七
日

六
二
二

四

削
除

高
速

令
和
二
年
一

二
月
一
七
日

告
示
第
一
三

一
号

五

削
除

高
速

令
和
二
年
一

二
月
一
七
日

告
示
第
一
三

一
号

別
表
第
四
十
の
二
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

削
除

甲
府

令
和
二
年
一
二
月
一
七

日告
示
第
一
三
〇
号

山
梨
県
公
安
委
員
会
告
示
第
百
三
十
一
号

高
速
自
動
車
国
道
中
央
自
動
車
道
等
の
自
動
車
の
通
行
の
禁
止
制
限
そ
の
他
の
交
通
規
制
（
昭
和
四

十
九
年
山
梨
県
公
安
委
員
会
告
示
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
し
、
関
係
道
路
標
識
等
が

設
置
又
は
撤
去
さ
れ
た
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和

三
十
五
年
山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
十
七
日

　

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長　
　

石　
　

川　
　
　
　
　

恵

別
表
第
三
の
二
五
〇
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

二
五
一

自
動
車
専

用
道
路
（

東
富
士
五

湖
道
路
迂

回
路
上
り

線
）

富
士
吉
田
市
上
吉
田
五

、
六
〇
六
番
地
一
三
先

か
ら
富
士
吉
田
市
上
吉

田
五
、
六
〇
五
番
地
八

先
ま
で

五
〇
五

メ
ー
ト

ル

自
動
車

五
〇

高
速

令
和
二
年
一

二
月
一
七
日

告
示
第
一
三

一
号

二
五
二

自
動
車
専

用
道
路
（

東
富
士
五

湖
道
路
迂

回
路
下
り

線
）

富
士
吉
田
市
上
吉
田
五

、
六
〇
五
番
地
八
先
か

ら
富
士
吉
田
市
上
吉
田

五
、
六
〇
六
番
地
一
三

先
ま
で

五
〇
五

メ
ー
ト

ル

自
動
車

五
〇

高
速

令
和
二
年
一

二
月
一
七
日

告
示
第
一
三

一
号

別
表
第
四
の
四
の
項
及
び
五
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
二
、
〇
四
九

市
道

甲
府
市
城
東
五
丁
目
三
番
一
四
号
先

（
市
道
同
士
の
十
字
路
交
差
点
・
西

進
車
両
）

甲
府

令
和
二
年
一
二
月

一
七
日

告
示
第
一
三
〇
号

一
二
、
〇
五
〇

市
道

甲
府
市
堀
之
内
町
七
二
六
番
地
先
（

市
道
同
士
の
十
字
路
交
差
点
・
北
進

車
両
）

南
甲
府

令
和
二
年
一
二
月

一
七
日

告
示
第
一
三
〇
号

一
二
、
〇
五
一

市
道

山
梨
市
万
力
二
、
〇
二
〇
番
地
二
先

（
国
道
一
四
〇
号
と
市
道
と
の
丁
字

路
交
差
点
・
西
進
車
両
）

日
下
部

令
和
二
年
一
二
月

一
七
日

告
示
第
一
三
〇
号

一
二
、
〇
五
二

市
道

富
士
吉
田
市
下
吉
田
三
丁
目
二
八
番

一
号
先
（
市
道
同
士
の
十
字
路
交
差

点
・
東
進
車
両
）

富
士
吉

田

令
和
二
年
一
二
月

一
七
日

告
示
第
一
三
〇
号

四

削
除

高
速

令
和
二
年
一

二
月
一
七
日

告
示
第
一
三

一
号

五

削
除

高
速

令
和
二
年
一

二
月
一
七
日

告
示
第
一
三

一
号


